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今日の概要 

1.  これまでの過程 
2.  争点 
3.  ADP2.4の結果について 
4.  グリーン気候基金（GCF） 
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１．これまでの過程 
–  コペンハーゲン以降 
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コペンハーゲン以降の国際合意 

カカンンククンン合合意意　（COP16・COP/MOP6） 
•  コペンハーゲン合意に各国が提出した自主的な削減目

標や削減行動を国連文書に登録 

ダダーーババンン合合意意　（COP17・COP/MOP7） 
•  京都議定書の第2約束期間の設立を決定 
•  カンクン合意の実施（MRVの仕組み等） 
•  グリーン気候基金（GCF）の設立 
•  ダーバン・プラットフォームの設立を決定 

2010 

2011 

ADP 
Workstream 1 2020年以降の枠組みを2015年までに合意。 
Workstream 2 2020年までの野心の引き上げ。 
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野心（ambition）の引き上げ？ 

UNEP (2013) The Emission Gap 
Report 2013. UNEP. 

80～120億トン 

•  2020年時点で「2℃未満に必要な
削減量」と「各国が誓約している
削減量」との乖離（gap）が、
80～120億トン（CO2換算）にな
ると試算。 

•  しかし、この乖離をうめることは
まだ可能とも結論づけている。 
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現在～2020年までの国際体制 

京都議定書 

2014 2015 2020 

ADP 

カンクン合意 

交渉 
合意 

新枠組のスタート？ 

自主的な削減目標および 
削減行動の実施とMRV 

第2約束期間 
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ダーバン以降の議論 

ドドーーハハ気気候候ゲゲーートトウウェェイイ　（COP18・COP/MOP8） 
•  京都議定書の第2約束期間を含む改正案の採択 
•  2015年合意へ向けたおおまかなスケジュール 

Ø  2014年12月のCOPにおいて2015年合意の「要素」
（elements）を検討する。 

Ø  2015年5月までに交渉テキストを準備。 

ワワルルシシャャワワ合合意意　（COP19・COP/MOP9） 

•  各国は “Intended Nationally Determined 
Contributions”  (NDCs) （国別目標案）を提出する。準備
のある国は、2015年3月までに。 

•  「損失と被害（loss and damage）」に関する国際メカニ
ズムの設立。 

•  削減ポテンシャルの高い対策に関する専門家会合
（Technical Expert Meetings）の設立。 

2012 

2013 
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今後の交渉の概観 

2014年9月 潘基文国連事務総長による 
国連気候変動特別首脳会議 

2014年12月 COP20・COP/MOP10（ペルー・リマ） 

2015年3月 各国が、新しい排出量削減目標（～2025／
2030）等を発表？ 

2015年12月 
2020年以降の新しい国際枠組みの合意 

2015年合意の「要素」（elements）
の合意？　交渉テキスト？ 

COP21・COP/MOP11（フランス・パリ） 

2015年5月 交渉テキスト？ 
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Nationally Determined Contributions（国別目標案） 

2015年3月 2015年12月 

各国が提示する予定 合意に盛り込まれる 

事前協議（ex ante consultation）／review の実施 

ü NDCs を出すのは全ての国々（先進国・途上国の区別はない）。 
ü NDCsの中身は決まっていない＝緩和目標だけと決まったわけで

はない。 

NGO的視点 衡平性（equity）と野心（ambition）のチェック 
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ダーバン合意・段落5の6項目 

“5. … mitigation, adaptation, finance, technology development and transfer, 
transparency of action and support, and capacity-building,” 

Decision 1/CP.17 

1.  緩和 
2. 適応 
3. 資金 
4. 技術開発および移転 
5. 行動と支援の透明性 
6. キャパシティービルディング 

実施の手段 
（MoI; means of implementation) 
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長期資金：1,000億ドルへの「道筋」 
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参考：気候資金はどれくらい必要か？ 

（出所）  World Economic Forum (2013) The Green Investment Report: The ways and means 
to unlock private finance for green growth. World Economic Forum.  

既定路線で必要とされる投資 
5兆ドル／年（グリーン化が必要） 

追加で必要とされる投資 
7000億ドル／年 
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参考：今どれくらいの気候資金の流れがある？ 

（出所）  Climate Policy Initiative (2013) The Global Landscape of Climate Finance 
2013. Climate Policy Initiative. より作成 

世界全体の気候関連投資＝3590億ドル 

途上国全体の気候関連投資＝1820億ドル 

先進国から途上国への資金の流れ 
＝390～620億ドル 

民間＝2240億ドル 公的＝1350億ドル 

2012年年にに関関すするる試試算算  

緩和＝3370億ドル 適応＝220億ドル 
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２．争点と交渉グループ 
–  時に建設的に、時に非生産的な対立 
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主要な争点 

NDCsの中身 「共通だが差異のある責任」の解釈 

長期資金への道筋 
2020年目標 

•  緩和中心か？ 
•  適応・資金・技術等も含む

か？ 

•  附属書I国と非附属書I国の区別か？ 
•  もっと違う解釈？ 

•  「2020年1,000億ドル」？ 
•  民間資金中心か？ 
•  公的資金中心か？ 

•  どうやって「ギャップ」を埋める？ 
•  目標の引き上げ？ 

新枠組みの法的性質 

•  議定書？条約？ 

新枠組みの構成 

•  緩和中心？ 
•  適応目標？ 
•  資金・技術・キャパビル支援も法的

なものに？ 
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国々のグループ 

G77＋中国 EU 

アンブレラ・グループ 

EU27カ国 

アメリカ、オーストラリ
ア、日本、ニュージーラ
ンド、ロシア、ウクライ
ナ、ノルウェー、カザフ
スタン・・・ 

AOSIS BASIC 

ツバル、フィジー、モ
ルディブ等、約40カ国 

バングラデシュ、ネ
パール、エチオピア、
ソマリア等、約50カ国 

LDC 

AILAC 
チリ、コロンビア、
コスタリカ、ペルー、
パナマ、グアテマラ 

ブラジル、南アフ
リカ 

LMDC 

フィリピン、サウ
ジアラビア 

ボリビア、キューバ、
ニカラグア、ベネズ
エラ、・・・ 

中国、インド 

ALBA 

アンティグア・バー
ブーダ、・・・ 

EIG 

韓国、メキシコ、スイ
ス、リヒテンシュタイ
ンなど 

※この図は網羅的はありません。また、一部、
メンバー国の重なりを反映できておりません。 
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なんとなくの立場の分布 

共通だが差異のある責任 
削減の努力分担 
資金支援の規模 
市場と非市場 

対立点の事例 EU 

アンブレラ・ 
グループ AILAC 

EIG LMDC 

AOSIS 

LDC 

ALBA ※かなりおおざっぱな図です。決
して正確には書いておりません。 
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３．ADP2.4の結果 
–  2014年最初の会議の成果 
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3つの成果？ 

n コンタクト・グループの設立 
–  公式な交渉へ？ 

n 2020年以降の目標案へ向けての議論の開始 
–  NDCsに何が入るのか？ 

n 「専門家会合」による国連気候変動枠組条約
（UNFCCC）の新役割 
–  「実施」促進の場に？ 



20 

コンタクト・グループの設立 

自由協議 
（open-ended consultation） 

コンタクト・グループ 
（contact group） 

ü 主に途上国が強く主張。 
ü 一般的には、「交渉テキスト」を作ることができ

るようになったと解釈。 
ü 交渉テキストに含まれる諸提案の出所（＝どの国

が提案したのか）を明記することを途上国は強く
主張。 
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NDCsには何が入るのか？ 

先進国 

LMDCs 

緩和（＋透明性確保）を中心にしたい 

先進国と途上国の明確な区分 
「緩和」だけではない 
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専門家会合（TEMS）の状況 

国際ルール形成 対策／イニシアティブ 
実施支援 

UNFCCCの役割 

エネルギー効率改善分野 再生可能エネルギー分野 

多くの国際イニシアティブの交流／資金支援のあり方／ 
ポテンシャルの再確認／具体的な課題の共有 

GFEI 

UNEP 

GEF 

IRENA 

ケニア 
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４. GCF（グリーン気候基金） 
–  GCFの運用化の条件 
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GCFが実際に運用化されるための必須要件 

1.  基金および事務局の初期段階での構造 
2.  基金の経済リスク管理・投資枠組 
3.  初期段階での対象分野・格となる成果指標・成果管理の枠組み 
4.  国・地域・国際組織（実施組織・中間組織）の認定手続き 
5.  資金の初期配分に関わる方針および手続き 
6.  初期段階の提案承認過程（プログラム／プロジェクト・ファンディン

グの基準を含む） 
7.  緩和・適応分野および民間部門ファシリティに関する初期段階の運用

様式 
8.  基金の独立評価ユニットの独立十全性確保ユニット、独立苦情処理メ

カニズムのTOR 

8つの必須要件（essential requirements） 

（出所）FCCC/CP/2013/6 (Report of the Board of the GCF to the COP) 

•  2014年2月会合で6つに合意が完了。 
•  5月会合で8つ全てに合意完了 

各国による拠出の検討が始まる？ 
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www.wwf.or.jp/re100	


